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(57)【要約】
【課題】器具内部の急激な圧力上昇に対応することが可
能な照明器具を提供する。
【解決手段】光源１１と；開口部２０ａが形成された本
体部２１を有し、この本体部に前記光源が配設された器
具本体２０と；器具本体の開口部に配設され、本体部と
共に気密空間部Ｓを形成する透光性カバー３０と；前記
気密空間部を外部に連通可能な通気孔４０ａを有する通
気部４０と；通気部に取り付けられ、前記気密空間部に
水を浸入させずに前記通気孔を介して空気を流通させる
ように前記通気孔を覆うと共に、所定圧力を超えると前
記通気孔から離反して前記通気孔を開放し、前記気密空
間部を外部に連通させる多孔質膜５０ａからなるフィル
タ５０と；を具備する照明器具１０を構成する。
【選択図】　　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源と；
開口部が形成された本体部を有し、この本体部に前記光源が配設された器具本体と；
器具本体の開口部に配設され、本体部と共に気密空間部を形成する透光性カバーと；
前記気密空間部を外部に連通可能な通気孔を有する通気部と；
通気部に取り付けられ、前記気密空間部に水を浸入させずに前記通気孔を介して空気を流
通させるように前記通気孔を覆うと共に、所定圧力を超えると前記通気孔から離反して前
記通気孔を開放し、前記気密空間部を外部に連通させる多孔質膜からなるフィルタと；
を具備することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
前記フィルタは、所定圧力を超えると前記通気部から脱落し、前記気密空間部を外部に連
通させるようにしたことを特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
前記光源は、発光ダイオードで構成されており、前記気密空間部内に発光ダイオード点灯
用装置が配設されていることを特徴とする請求項１または２記載の照明器具。
                                                                                
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路、公園等の主に屋外に使用される照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の照明器具、例えば、防犯灯においては、屋外で使用されるために、雨水の侵入
を防止すると共に、ランプ点灯時における器具内の温度上昇に伴う圧力上昇を防止する必
要がある。
【０００３】
　このため、特許文献１に示される防水型の照明器具が提案されている。これは、照明器
具の通気孔に多孔質樹脂膜を設け、雨水を流入させずに空気を流出入させることができる
ようにしたものである。
【特許文献１】特許第３３６２０５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示されるような多孔質樹脂膜によれば、照明器具内部の温度上昇に伴う圧
力上昇および雨水の浸入は防止できる。しかしながら、内部部品の破損、例えば、点灯装
置における回路部品、特に寿命末期等に電解コンデンサが破損しガスが発生した場合に生
じる器具内部の急激な圧力上昇には対応することができない。このため、グローブが器具
本体から外れて落下する等、照明器具が破損するおそれがある。
【０００５】
　一方、近年は省エネや省メンテナンス等の観点から、発光ダイオードを防犯灯など屋外
照明器具の光源として利用することが検討されている。発光ダイオードは寿命が長く、ラ
ンプ交換を必要としないため、従来の蛍光ランプやＨＩＤランプを光源とした場合に必要
なランプ交換ための構成、すなわち、グローブを開閉するための機構や開閉に伴う防水用
のパッキングを介在させることなく、密閉した照明器具を構成することができる。しかし
、密閉構成の照明器具は、例えば、内蔵した部品の寿命末期における破損によるガスの放
出などによって器具内部の急激な圧力上昇に対しては対応できなくなる問題が生じる。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、器具内部の急激な圧力上昇に対応す
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ることが可能な照明器具を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の照明器具の発明は、光源と；開口部が形成された本体部を有し、この
本体部に前記光源が配設された器具本体と；器具本体の開口部に配設され、本体部と共に
気密空間部を形成する透光性カバーと；前記気密空間部を外部に連通可能な通気孔を有す
る通気部と；通気部に取り付けられ、前記気密空間部に水を浸入させずに前記通気孔を介
して空気を流通させるように前記通気孔を覆うと共に、所定圧力を超えると前記通気孔か
ら離反して前記通気孔を開放し、前記気密空間部を外部に連通させる多孔質膜からなるフ
ィルタと；を具備することを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、通気部に取り付けられ、気密空間部に水を浸入させずに通気孔を介し
て空気を流通させるように通気孔を覆うと共に、所定圧力を超えると通気孔から離反して
通気孔を開放し、気密空間部を外部に連通させる多孔質膜からなるフィルタにより、器具
内部の急激な圧力上昇に対応することが可能となる。
【０００９】
　本発明において、照明器具は、道路、公園等の照明に使用される防犯灯などの屋外照明
器具が好適であるが、室内の廊下や通路など所定の明るさを必要とする場所に設置される
屋内用照明器具であってもよい。さらに、密閉構造が必要な防湿・防爆・防塵などの室内
外の照明器具であってもよい。
【００１０】
　光源は、好適には発光ダイオードや半導体レーザーなど、半導体を発光源とした発光素
子が許容されるが、白熱ランプ、蛍光ランプ、ＨＩＤランプ等、他のランプであってもよ
い。個数は、１個で構成しても複数個で構成してもよい。
【００１１】
　器具本体は、例えば、アルミダイカストやアルミニウムの押出し材等によって開口部が
形成された本体部を有する金属等によって構成されることが許容されるが、光を透過させ
ない、若しくは、光障害とならない範囲で、多少光が漏れる合成樹脂で構成してもよい。
【００１２】
　透光性カバーは、透明なガラスやアクリル樹脂等、透明な部材で構成しても、乳白色等
の半透明な材料で構成してもよい。また、器具本体の本体部と共に形成する気密空間部は
、防水パッキングを介して本体部の開口部に透光性カバーを配設することにより形成して
も、さらには、器具本体と透光性カバーを一体に形成して気密空間部を形成するようにし
てもよい。
【００１３】
　通気部は、器具本体の本体部に形成されることが好適であるが、本体部と共に気密空間
部を形成する透光性カバーに設けてもよい。気密空間部を外部に連通可能な通気孔は、フ
ィルタを取り付けるために筒状をなしていることが好ましいが、単に、平坦に貫通する孔
で形成してもよい。
【００１４】
　多孔質膜からなるフィルタは、例えば、フッ素樹脂やポリエチレン等を多孔質化したも
ので、１ｃｍ2あたり数億個以上の微細孔をもち、気密空間部に対し気密空間部の内部気
圧が所定の圧力までは水を浸入させずに空気を流通させ、防水・防塵と通気性を同時に発
揮するポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）樹脂製の多孔質膜等が許容されが、耐熱
性の不織布等で構成するようにしてもよい。
【００１５】
　所定圧力を超えると気密空間部を外部に連通させる手段は、例えば、接着や、摩擦嵌合
等によって通気部に取り付けられていたフィルタが、所定圧力を超えると脱落などして離
反し気密空間部を外部に連通させるようにしてもよい。また、フィルタは完全に脱落する
ことなく離脱して、例えば、本体に残るような形態で離反してもよい。さらには、多孔質
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膜からなるフィルタ自体が、圧力により剥離、若しくは、破損してフィルタ機能が破壊さ
れることによって外部に連通させるようにしてもよい。
【００１６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の照明器具において、前記フィルタは、所定圧
力を超えると前記通気部から脱落し、前記気密空間部を外部に連通させるようにしたこと
を特徴とする。
【００１７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の照明器具において、前記光源は、発
光ダイオードで構成されており、前記気密空間部内に発光ダイオード点灯用装置が配設さ
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の発明によれば、通気部に取り付けられ、気密空間部に水を浸入させずに通気
孔を介して空気を流通させるように通気孔を覆うと共に、所定圧力を超えると通気孔から
離反して通気孔を開放し、気密空間部を外部に連通させる多孔質膜からなるフィルタによ
り、器具内部の急激な圧力上昇に対応することが可能となり器具の破損を防止することが
できる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、フィルタは、所定圧力を超えると通気部から脱落し、気密空
間部を外部に連通させるようにしたので、簡易な構成で器具内部の急激な圧力上昇に対応
することが可能となり器具の破損を防止することができる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、光源は、発光ダイオードで構成されており、気密空間部内に
発光ダイオード点灯用装置が配設されている構成としたので、光源を発光ダイオードとし
たものにおいても、器具内部の急激な圧力上昇に対応することが可能となると共に、長寿
命で、かつ省エネ・省メンテナンス形の照明器具を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態につき、発光ダイオードを光源とした防犯灯を例に図面に従い
説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１～図７に示すように、１０は本発明の照明器具である防犯灯で、光源１１、光源が
配設された器具本体２０、器具本体の開口部に配設された透光性カバー３０、通気孔を有
する通気部４０、通気部に取り付けられた多孔質膜からなるフィルタ５０で構成する。
【００２３】
　まず、光源の構成について説明する。光源１１は、半導体発光素子である発光ダイオー
ド（以下「ＬＥＤ」と称す）で構成し、同一性能を有する複数個のＬＥＤからなる。この
各ＬＥＤは、本実施例では青色ＬＥＤチップとこの青色ＬＥＤチップにより励起される黄
色蛍光体により白色を発光する高輝度、高出力のＬＥＤで構成する。
【００２４】
　各ＬＥＤ１１は、細長矩形状の回路配線基板からなる基板上に４個のＬＥＤが基板の長
手方向の中心線に沿って略直線状に配列されるように実装された線モジュールとしての光
源体１２を構成する。この光源体には反射体１３が設けられる。反射体は、熱伝導性を有
するステンレス若しくはアルミニウムの板材からなり断面が略Ｖ字形をなす樋状の反射面
１３ａと、Ｖ字の上部を覆うように一体に形成された補助反射板１４を有して構成される
。この反射体１３の樋の底部に反射体の長手方向に、上記構成の線状をなす光源体１２が
沿うように位置して設けられる。
【００２５】
　器具本体２０は、熱伝導性を有するアルミダイカスト製で、一面に開口部２０ａを形成
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した略船底形状をなす箱体の本体部２１を有して構成され、この本体部の内側面に光源体
１２および反射体１３が収納され支持される。すなわち、本体部２１の一方の空間部、図
２において左方の広い空間部に、器具本体の長手方向に位置してステンレス若しくはアル
ミニウムの板材からなり断面が略Ｖ字形をなす取付板２２が支持される。取付板は、Ｖ字
の先端が開口部２０ａに面し、Ｖ字の両辺部が本体部２１の底部に向かって徐々に開きな
がら傾斜するように位置された状態で固定される。このＶ字の左右両辺部に、光源体１２
および反射体１３がそれぞれ４個ずつに分配され、略等間隔になるように配置されて支持
される。これにより、器具本体２０の本体部２１の内側面に、光源を構成するＬＥＤ１１
の光出力が開口部２０ａの方向に左右に斜めに向くようにして配設される。
【００２６】
　さらに、本体部２１の他方の空間部、図２において右方の空間部にＬＥＤ点灯用装置２
５が収納され配設されている。ＬＥＤ点灯用装置は、ＬＥＤ１１の点灯回路を構成する電
解コンデンサ等の電子部品などを収容した部品ケース２５ａを本体部２１の内側面にネジ
等の固定手段によって支持され配設される。
【００２７】
　透光性カバー３０は、透明なアクリル樹脂等の合成樹脂で構成し、一面に開口部３０ａ
を形成した断面が略Ｗ字形をなす箱体で構成し、器具本体２０の開口部２０ａに嵌合固定
されている。このとき、器具本体２０の開口部２０ａと透光性カバー３０の開口部３０ａ
との間には防水手段としてのパッキング（図示せず）が設けられ、器具本体２０の本体部
２１と共に略密閉された気密空間部Ｓを形成する。透光性カバー３０は、光源体１２を配
置した部分を透明に形成し、ＬＥＤ点灯用装置２５を収納した部分をフロスト加工し、Ｌ
ＥＤ点灯用装置等の内蔵物が透視できないように構成する。また、ネジを取り外して光源
体１２やＬＥＤ点灯用装置２５等の点検、修理等ができるように構成する。
【００２８】
　４０は、本発明における通気部としてのフィルタ取付部でＬＥＤ点灯用装置２５を収納
した本体部２１の側板、図３中右側の側板２１ａの略中央部に本体部２１と外部、換言す
れば、本体部２１と透光性カバー３０で形成された気密空間部Ｓと外部とを貫通させた円
筒状の通気孔４０ａを一体に外方に突出させて形成する。このフィルタ取付部４０に多孔
質膜からなるフィルタ５０が設けられる（図４）。
【００２９】
　フィルタ５０は、図４に示すように、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）樹脂製の多孔質膜５０ａからなり、平均孔径が３μｍ以下の微細孔が１ｃｍ2あたり数
億個以上設けられているもので、水の分子は通過できないが、空気は自由に通過できる機
能を有している。この多孔質膜５０ａは、円筒体からなるインナー５１の一端開口部に接
着等の手段で一体的に固着される。インナー５１の外周には通気路が形成されるようにイ
ンナーとの間に隙間５２を有して、ポリプロピレン（ＰＰ）等の合成樹脂からなるキャッ
プ状のアウター５３が設けられる。インナー５１は、例えば、エチレンプロピレンゴム（
ＥＰＴ）等の弾性体で円筒体に構成し、この円筒体の内周面をフィルタ取付部４０の円筒
状の通気孔４０ａの外周面に緊密に摩擦嵌合して固着される。この摩擦嵌合状態はインナ
ー５１の弾性力によって保持され、所定の条件下で離反が可能となるように固着される。
【００３０】
　これにより、器具本体２０の本体部２１と透光性カバー３０で形成される気密空間部Ｓ
を、多孔質膜５０ａの作用により、気密空間部Ｓの内部気圧が所定の圧力までは水を浸入
させずに空気を流通させ、防水・防塵と通気性を同時に行う。一方、本体部２１の気密空
間部の圧力が急激に上昇するとフィルタ５０の外部への通気（排気）能力を超えるため気
密空間部内の圧力は一気に上昇する。そして、所定の圧力を超えると、摩擦嵌合させたイ
ンナー５１がフィルタ取付部４０から離反し、フィルタ５０が本体部２１から離脱して空
間部Ｓを外部に連通させる。本実施例においては、内部気圧が約１．５気圧までは水を浸
入させずに外部空気の自由な移動を可能とし、内部気圧が約２気圧を超えるとインナー５
１がフィルタ取付部４０から抜け、フィルタ５０が本体部２１から脱落するような強度で
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フィルタ５０が嵌合されるように構成した。
【００３１】
　図中６０は、器具本体２０の本体部２１の一方、すなわち、ＬＥＤ点灯用装置２５側に
取り付けられた取付金具からなる支持部材であり、この支持部材６０により上記に構成さ
れた防犯灯１０を道路の支柱等に支持固定する。
【００３２】
　次に、上記のように構成した防犯灯１０を、道路の歩道側に設置された支柱に取り付け
て使用した場合の作用につき説明する。まず、支持部材６０により器具本体２０を支柱の
約４．５ｍの高さに取り付ける。この際、片側４個ずつの各光源体１２が道路の延伸方向
に対して左右対称に斜め下方に向かって位置されように取り付ける。
【００３３】
　上記に設置された状態で各光源体１２のＬＥＤ１１を点灯すると、各ＬＥＤ１１から放
射される照射光は、透光性カバー３０を通して左右対称に斜め下方に向かって放射され、
歩道側及び車道側の路面を道路の延伸方向に沿って照らし、防犯灯としての照明を行う。
この際、点灯時において、光源であるＬＥＤ１１から熱が発生しても、多孔質膜５０ａか
らなるフィルタ５０の作用により気密空間部Ｓ内に外部の空気が自由に出入りし冷却され
る。このため、気密空間部Ｓの内部気圧は１．５気圧以下に抑制される。また、同時に多
孔質膜５０ａからなるフィルタ５０により、雨水などの水は気密空間部Ｓ内に侵入しない
。
【００３４】
　一方、ＬＥＤ点灯用装置２５を構成する回路部品が寿命末期に至った場合、極まれに電
解コンデンサが破損してガスが放出されることがある。この放出ガスの圧力が高い場合、
防水用のパッキングとフィルタ５０の多孔質膜５０ａにより略密閉状態となった気密空間
部Ｓの内部気圧が急激に上昇する。しかし、内部気圧が約２気圧を超えるとインナー５１
がフィルタ取付部４０から抜け、フィルタ５０が本体部２１から脱落する。これにより、
気密空間部Ｓが通気孔４０ａを介して外部と即座に連通し内部気圧の上昇を抑制する。
【００３５】
　以上、本実施例によれば、多孔質膜５０ａからなるフィルタ５０により、気密空間部Ｓ
の内部気圧が約１．５気圧までは水を浸入させずに外部空気の自由な移動を可能とし、内
部気圧が約２気圧を超えるとインナー５１がフィルタ取付部４０から抜け、フィルタ５０
、すなわち、多孔質膜５０ａが本体部２１から脱落するように構成したので、通常は気密
空間部Ｓ内に外部の空気が自由に出入りして光源であるＬＥＤ１１およびＬＥＤ点灯用装
置２５等が冷却されると共に、雨水などの水の浸入を防止することができる。また、異常
時における内部気圧の急激な上昇に対応することが可能となり、透光性カバー３０が器具
本体２０から外れるなど、器具の破損を防止することができる。
【００３６】
　また、フィルタ５０は、単に弾性を有するインナー５１をフィルタ取付部４０の通気孔
４０ａに摩擦嵌合する手段により構成したので、簡易な構成で、確実に内部気圧の急激な
上昇に対応することができる。
【００３７】
　また、光源であるＬＥＤ１１およびＬＥＤ点灯用装置２５等が冷却されると共に、光源
を発光ダイオードとしたものにおいても、器具内部の急激な圧力上昇に対応することが可
能となり、ＬＥＤ防犯灯などの破損を防止することができる。さらに、光源を寿命の長い
ＬＥＤ１１で構成したので、器具の寿命が長くなり、ランプ交換などの維持費をかけるこ
となく長期にわたり使用することができる。同時に、光源の交換が不要となって透光性カ
バー３０を開閉式にする必要がなくなり、器具本体２０に固定することが可能となる。こ
のため、簡易な構成で密閉型の照明器具を構成することができ、さらに、防水用のパッキ
ングも開閉動作に伴う複雑な形状にする必要がなく、構成が一層簡素化されると共に防水
に対する信頼性を向上させることができる。また、従来の蛍光ランプやＨＩＤランプにお
ける点灯装置の重い安定器等が不要で、器具全体の小形化、軽量化を図ることができ、防
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犯灯を支柱の高所に設置する際の施工性が容易となり、確実に設置することが可能となる
。
【００３８】
　以上、本実施例において、インナー５１を弾性体で円筒体に構成し、この円筒体の内周
面を円筒状の通気孔４０ａの外周面に緊密に摩擦嵌合して固着するように構成したが、図
５～図７に示すように構成してもよい。すなわち、図５に示すように、フィルタ取付部４
０の円筒状の通気孔４０ａの内周面から外周面に貫通する貫通孔４０ｂを形成し、気密空
間部Ｓの内部圧力がこの貫通孔４０ｂを介して確実にインナー５１の内周面に加わるよう
にしてもよい。これによればインナー５１、すなわち、フィルタ５０をフィルタ取付部４
０から確実に離反させることができる。貫通孔４０ｂは、等間隔に複数個、例えば４個形
成し、インナー５１の内周面が均等に加圧されるように構成する。なお、貫通孔４０ｂは
１個で構成してもよい。
【００３９】
　さらに、図６に示すように、等間隔に形成された複数個の貫通孔４０ｂにそれぞれ連続
する複数個の溝４０ｃを、インナー５１の内周面に円弧状に斜めに形成してもよい。これ
によればインナーの内面が、一層、確実かつ均等に加圧される。この場合、１個の貫通孔
４０ｂに対して１個の溝４０ｃを形成するように構成してもよい。
【００４０】
　さらに、図７（ａ）に示すように、インナー５１の円筒体の内周面と、フィルタ取付部
４０の円筒状の通気孔４０ａの外周面に、上方（抜き方向）に傾斜するテーパー面４０ｄ
を形成して、テーパー結合により両者を固着させるようにしてもよい。これによれば、内
部圧力の上昇に伴い瞬時に両者の固着が解除され、急速に内部圧力を低下させることがで
きる。さらに、図７（ｂ）に示すように、テーパー結合に貫通孔４０ｂを組み合わせて構
成しても、さらに、図中点線で示すように溝４０ｃを組み合わせ、より一層、確実かつ均
等に加圧されるように構成し、より瞬時に両者の固着が解除されるようにしてもよい。
【００４１】
　また、フィルタ取付部４０を形成する通気孔４０ａを器具本体２０の側板２１ａの中央
部に形成してフィルタ５０を設けるようにしたが、器具本体２０の上面板など他の箇所に
通気孔を形成しフィルタを設けるようにしてもよい。また、フィルタ取付部４０を形成す
る通気孔４０ａを設ける箇所は１箇所に限らず、同一箇所または異なる箇所に複数個形成
し、複数のフィルタを器具本体に設けるようにしてもよい。
【００４２】
　上記実施例は、屋外用の防犯灯として構成したが、研究施設、図書館や美術館等の廊下
に用い、廊下の延伸方向に沿って照明を行う室内用の照明器具として構成してもよい。室
内用の照明器具として構成する場合には、防水のためのパッキングは省略してもよい。
【００４３】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明は上述の実施例に限定されること
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の設計変更を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態の照明器具を示す斜視図。
【図２】同じく照明器具を一部切り欠いて示す下面図。
【図３】同じく照明器具を示す側面図。
【図４】同じく照明器具を図３のＡ部を拡大し、要部であるフィルタを示す図で、（ａ）
は（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図５】同じく照明器具の第１の変形例におけるフィルタを示し、（ａ）は（ｂ）のＡ－
Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図６】同じく照明器具の第２の変形例におけるフィルタを示し、（ａ）は（ｂ）のＡ－
Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図７】同じく照明器具のさらなる変形例を示し、（ａ）は第３の変形例におけるフィル
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タの断面図、（ｂ）は第４の変形例におけるフィルタの断面図。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　照明器具
　１１　光源
　２０　器具本体
　２０ａ開口部
　２１　本体部
　３０　透光性カバー
　４０　通気部
　４０ａ通気孔
　５０　フィルタ
　５０ａ多孔質膜
　　Ｓ　気密空間部
　　                                                                            

【図１】

【図２】

【図３】
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